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1. 基本仕様

1-1. 　車種は、軽自動車であること。

1-2. 　乗車定員は2名以上であること。

1-3. 　総排気量は、650cc以上660cc以下であること。

1-4. 　使用する燃料は、レギュラーガソリンであること。

1-5. 　車体の色は、赤色系、黒色系以外で公用車に適当な色であること。

1-6. 　車高は190cm以下とする。

1-7. 　駆動方式は、4駆動であること。

1-8. 　排出ガス対策等の環境基準は、以下を全て満たすこと。

 1-8-1. 　国土交通省認定の低排出ガス車であること。

 1-8-2. 　平成30年排出ガス基準75％低減レベル以上を達成していること。

 1-8-3. 　令和２年度燃費基準＋10％以上を達成している。

1-9. 　変速機は、５速マニュアル方式であること。 4wd]

2. 装備

2-1. 　エアバックは、運転席及び助手席に備えること。

2-2. 　空調設備は、冷暖房機能を備えるエアコンを有すること。

2-3. 　ハンドルは、パワーステアリング機能を有すること。

2-4. 　窓の開閉方式は、手動方式でも良い。

2-5. 　オーディオは、ラジオ機能を有すること。

2-6. 　ドアロック方式は、運転席で集中ドアロックが可能なパワードアロックであること。

2-7. 　運転席、助手席及び後部座席にフロアマットを備えること。

2-8. 　ガラスはリア席はUVカットガラスであること。

2-9. 　工具一式を備えること。

2-10. 　内装色は、華美でなく公用車として適当な色であること。

3. 自動車保険

3-1. 　車両にかかる費用は、以下の条件とする。

 3-1-1. 　車両の登録（届出）に際し必要となる費用を全て含むこと。

 3-1-2. 　住所変更費用を含む名義変更費用を含むこと。

 3-1-3. 　自動車取得税は、課税対象となる車両に含むこと。

 3-1-4. 　自動車税は、契約期間中にかかる全額を含むこと。

 3-1-5. 　自動車重量税は、契約期間中に実施される車検回数相当分を含むこと。

 3-1-6. 　自賠責保険は、契約期間中に実施される車検回数相当分を含むこと。

3-2. 　任意自動車保険は、以下の条件とする。

 3-2-1. 　対人賠償責任保険は、保険金額無制限を付保すること。

 3-2-2. 　対物賠償責任保険は、免責金額は0円とし、1事故につき保険金額は無制限で付保すること。

 3-2-3. 　搭乗者障害保険は、免責金額は0円とし、1名につき保険金額は無制限で付保すること。

 3-2-4. 　車両保険は、免責0円とし保険金額は全額保障とすること。

3-3 メンテナンス費用として、スケジュール点検、法定点検整備、継続車検整備、ロードサービス
を含む一般整備及び故障修理、バッテリー交換、オイルエレメントを含むエンジンオイル交換及
び補充、パンク修理、タイヤ交換、48時間を超過する点検・整備の場合の代車提供費用を含むこ
と。

4. その他に関すること。

 4-1. 　年間走行距離は、1台あたり約18,000Kmである。

4-2. 　賃貸借期間の始期に納車が遅れた場合、仕様と同程度の代車を提供すること。（中古車可）。
なお、代車の提供期間は賃貸借期間に含み、納車時期の遅れによる賃貸借期間の変更は伴わない
ものとする。

4-3. 　その他、当仕様書に記載のない事項については、適宜当院との協議に応じること。


